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小泉改造内閣発足後初の臨時国会が、11月 12日に開会されます。2000年 1月に
衆参両院に設置された憲法調査会にとって、調査期間のメドとした「5年」の満期
を迎える国会です。すでに衆院調査会が、この国会においてこれまでの論議の集約

をめざすなど、憲法改悪の企てを許さないたたかいはますます重要になっています。 
                     

１０・23シンポの成功を 
中央憲法会議は 10 月６日、担当常

任幹事会を開き、国連安保理常任理事

国入りの問題や小泉首相の私的諮問機

関である防衛問題懇談会報告など、９

条改悪に向けた新たな動きが強まって

いることを踏まえ、改憲を許さない運

動の現状と課題を論議しました。 
共同を広げる問題では、「九条の会」

アピールの賛同者を広げることが大き

な焦点として論議され、国民過半数を

結集する構えで取り組むことが強調さ

れました。また、「５・３憲法集会実行

委員会」の提起したシンポジウムの成

功など、運動の面でも一致点での共同

を大切にして、一つひとつの行動を成

功させることが話し合われました。 
なお、中央・東京の両憲法会議は 11  

 
《10.23シンポジウム》 

憲法改悪を許さない 
国民投票法案をどう考えるか 

 
◆１０月２３日(土) 午後２時～ 
◆会場 日本教育会館第一会議室 
◆パネリスト 
江尻美穂子(日本 YWCA理事長) 
高橋哲哉(東京大学教授) 
渡辺 治(一橋大学教授) 
◆参加費 500円 
主催=５・３憲法集会実行委員会 

 
 《11・3街頭宣伝》 

◆11月 3日 午前 11時～12時 
◆場所 銀座マリオン前 
◆行動内容 各界からの訴え、ミニ

パンフ配布、署名 
主催＝中央憲法会議・東京憲法会議 
月３日に街頭宣伝を共同で実施するこ

とにしています。 

 学習・宣伝強化の大きなステップに 



衆院調査会は公聴会も設定 
 衆院憲法調査会は 10 月７日幹事懇
談会を開き、臨時国会における調査の

すすめ方について協議しました。 
①調査会は、総会方式で、「海外調査

報告」（10 月 14 日）、「議会オンブズ
マン」、「国際機関と憲法～とくに国連

憲章との関係」（10月 21日）と週一回
のペースで、しかも午前・午後とも行

うという強行日程を組んでいます。 
 ②公聴会を３回開きます。公述人は

毎回 6 人で、11 月 11 日と 18 日は公
述人を幹事会で選定、11月 25日は公
募による、となっています。（各回とも

午前、午後 3人ずつ。いずれも各会派
の推薦を受けて会長、会長代理、筆頭

理事が選定）。公述人の応募締切りは、

11月 4日。 
 
 11・３に共同で大集会 
 【愛知】 33人の呼びかけ人が主催
する「憲法九条を守ろう県民のつどい」

が、11月 3日午後、名古屋市公会堂大
ホールで開かれます。「九条の会」の加

藤周一氏が講演します。 
33 人の呼びかけ人には、天野鎮雄
（俳優）、井上二郎（犬山教会牧師）、

川瀬命子（名古屋ＹＷＣＡ会長）、小林

武（愛知大学教授）、三味線やそすけ（音

楽家）、水田洋（ピースアクション）、

森英樹（愛知憲法会議事務局長）の各

氏ら各界を代表する人々が名を連ねて

います。 
 【大阪】 11 月 3 日午後、19 人の
呼びかけによって作られた実行委員会

の主催で、「輝け 9条 大阪のつどい」

が寝屋川市公会堂大ホールで開かれ、 

小森陽一東大教授が講演します。 
 呼びかけ人は、天木直人（外交評論

家）、有元幹明（元ピース大阪事務局長）、

片山淳子（大阪ＹＷＣＡ会長）、藤田昭

彦（元毎日新聞編集委員）、松浦悟郎（カ

トリック教会司教）の各氏ら。 

 
「調査会に議決権はない」 

 
 衆院憲法調査会の中山太郎会長は、8
月 13 日付「自由民主」のインタビュ
ーで、「憲法調査会の調査満了期間が

近づいています。最終報告をどのよう

にまとめていきますか」との問に、「調

査会は議決権がないので採決で決めて

いくわけにはいかないと思います。し

かし、これまでの各党の意見や参考人

の意見をもとに、新しい『国のかたち』

について一定の合意は得られるものと

考えています。『憲法は一切、変えるべ

きではない』という政党は別ですが…」

と答えています。 
 しかし、02年 11月 1日の衆院調査
会の「中間報告」決定は、次のように

おこなわれています（議事録）。 
 「中山会長 中間報告案について採

決いたします。お手元に配布しており

ます案を…中間報告書とすることに賛

成の諸君の起立を求めます。 
 起立多数。よって、そのように決し

ました。」 
 憲法調査会はもともと議案提案権を

もたないことを確認して出発してお

り、多数決でものごとを決める場では

ありません。中山会長は、そのことを

承知しながら、これまで、最終報告書

を改憲の方向を明らかにしたものにす

ることを公言しています。それは採決

による以外にありません。 
 


